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(57)【要約】
【課題】エレベータシャフト周りにおける複数階に亘る
竪穴区画用耐火壁の構築工事を、建物躯体工事と並行し
て行うことが可能で、かつ、施工時の安全性の向上を図
ることが可能な耐火壁の構築方法を提案する。
【解決手段】複数の階層を含む工区Ａ毎にエレベータシ
ャフト１１用の開口部１２の周囲に竪穴区画を形成する
耐火壁の構築方法であって、工区Ａ内の開口部１２の周
囲に設けられる柱５および梁３を組み立てる工程と、工
区Ａの最下層において開口部１２を仮設床スラブ７で覆
う工程と、仮設床スラブ７上に工区Ａの上部に至る仮設
足場９を組み立てる工程と、仮設足場９を利用して、エ
レベータシャフト１１の周囲に耐火壁２を形成する工程
とを備えている。
【選択図】図４



(2) JP 2019-183405 A 2019.10.24

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の階層を含む工区毎にエレベータシャフト用の開口部の周囲に竪穴区画を形成する
耐火壁の構築方法であって、
　前記工区内の前記開口部の周囲に設けられる柱および梁を組み立てる工程と、
　前記工区の最下層において前記開口部を床スラブで覆う工程と、
　前記床スラブ上に前記工区の上部に至る仮設足場を組み立てる工程と、
　前記仮設足場を利用して、前記エレベータシャフトの周囲に耐火壁を形成する工程と、
を備えていることを特徴とする、耐火壁の構築方法。
【請求項２】
　前記仮設足場を前記開口部の周囲に沿って組み立てるとともに、対向する前記仮設足場
同士の間に防護ネットを架設することを特徴とする、請求項１に記載の耐火壁の構築方法
。
【請求項３】
　前記工区の最下層以外の階層において、前記開口部の周囲に進入阻止手段を設置するこ
とを特徴とする、請求項１または請求項２に記載の耐火壁の構築方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建築物のエレベータシャフト等の周囲に竪穴区画として耐火壁を構築するた
めの耐火壁の構築方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エレベータシャフト等、複数階にわたって連続する吹き抜け空間は、火災時の火や煙等
の伝播経路となり得る。エレベータシャフト等によって火や煙が伝播すると、短時間で広
範囲に被害が広がる恐れがある。そのため、エレベータシャフト等の吹き抜け空間に対し
ては、延焼防止の観点から、耐火壁によって区画（竪穴区画）することが義務付けられて
いる。
　このような竪穴区画用の耐火壁の構造として、例えば、特許文献１には、竪穴区画の周
囲に配設された横架材と、横架材の下面に上端部が取付固定された耐火材とを有するもの
が開示されている。
　また、本出願人等は、特許文献２に示すように、天井部の梁に固定された上部受枠と、
床構造に固定さえた下部受枠と、上下の受枠の間に跨って配設されたスタッドと、スタッ
ドのエレベータシャフトの内側および外側にそれぞれ固定された石膏ボードとからなる耐
火壁を開発し、実用化に至っている。
　竪穴区画用の耐火壁を構築する際には、建物の躯体工事を先行させて構築した後、エレ
ベータシャフトの周囲に形成された床版上に仮設足場を組んだ状態で、当該仮設足場を利
用してエレベータシャフトの周囲に耐火壁を構築するのが一般的であった。そのため、従
来の耐火壁の工事は、躯体工事の進捗の影響を受けてしまう。
　そのため、特許文献３では、躯体工事の進捗に影響を受けることなくエレベータシャフ
トを施工する方法として、軽量発泡コンクリートで形成されたエレベータシャフト本体ユ
ニットを高さ方向に積み重ねることにより、エレベータシャフトを施工する方法が開示さ
れている。エレベータシャフト本体ユニットは、エレベータシャフトの周囲を囲う断面形
状を有しているとともに、階高以上の高さを有したプレキャスト部材である。
　ところが、特許文献３の施工方法は、エレベータシャフト本体ユニットをクレーンで吊
り込むための大型のクレーンが必要となる。また、プレキャスト製のエレベータシャフト
本体ユニットの輸送に手間と費用がかかる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】



(3) JP 2019-183405 A 2019.10.24

10

20

30

40

50

【特許文献１】特開２０１２－１７２３７０号公報
【特許文献２】特開平１０－１４０７０４号公報
【特許文献３】特開平５－１７１８０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、エレベータシャフト周りにおける複数階に亘る竪穴区画用耐火壁の構築工事
を、建物躯体工事と並行して行うことが可能で、かつ、施工時の安全性の向上を図ること
で、簡易かつ安価に施工を行うことを可能とした耐火壁の構築方法を提案することを課題
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者らは、エレベータシャフトの空間内に仮設足場を設けて、建物の躯体工事と並
行して竪穴区画の施工を行うことで工期短縮化を図るとともに、仮設足場を開口部の位置
を示す目印とすることで安全性の向上を図ることができることに着眼して、本発明の耐火
壁の構築方法に至った。
　前記課題を解決するために本発明は、複数の階層を含む工区毎にエレベータシャフト用
の開口部の周囲に竪穴区画を形成する耐火壁の構築方法である。第１の発明の耐火壁の構
築方法では、前記工区内の前記開口部の周囲に設けられる柱および梁を組み立てる工程と
、前記工区の最下層において前記開口部を床スラブで覆う工程と、前記床スラブ上に前記
工区の上部に至る仮設足場を組み立てる工程と、前記仮設足場を利用して、前記エレベー
タシャフトの周囲に耐火壁を形成する工程とを備えている。
　かかる耐火壁の構築方法によれば、工区の最下層においてエレベータシャフトの開口部
に床スラブを敷設するとともに、当該床スラブ上に仮設足場を設置することで、躯体工事
の進捗状況の影響を受けることなく、エレベータシャフトの周囲に竪穴区画用の耐火壁を
構築することができる。また、エレベータシャフトに先行して仮設足場を設置することで
、開口部の位置を視認しやすくなり、また、仮設足場が落下防止手段としても機能する。
【０００６】
　第２の発明の耐火壁の構築方法では、前記仮設足場を前記開口部の周囲に沿って組み立
てるとともに、対向する前記仮設足場同士の間に防護ネットを架設する。このようにすれ
ば、建設資材、工具あるいは作業員が万が一落下したとしても、途中階において防護ネッ
トに受け止められるため、落下事故の影響範囲の拡大を防止できる。
　さらに、第３の発明の耐火壁の構築方法では、前記工区の最下層以外の階層において、
前記開口部の周囲に進入阻止手段を設置する。このようにすれば、開口部の位置を明示す
ることができるとともに、作業員などが誤って開口部に進入することを阻止することがで
きる。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の耐火壁の構築方法によれば、エレベータシャフト周りにおける複数階に亘る竪
穴区画用耐火壁の構築工事を、建物躯体工事と並行して行うことができる。また、本発明
の耐火壁の構築方法によれば、施工時の安全性の向上を図ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態に係る建物のエレベータシャフトを示す断面図である。
【図２】本実施形態の耐火壁の概要を示す図であって、（ａ）は斜視図、（ｂ）は断面図
である。
【図３】本実施形態の耐火壁の構築方法の各施工段階を示す断面図であって、（ａ）は躯
体形成工程、（ｂ）はスラブ形成工程である。
【図４】図３（ｂ）に続く耐火壁の構築方法の各施工段階を示す図であって、（ａ）は断
面図、（ｂ）は平面図である。
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【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本実施形態では、複数階にわたるエレベータシャフト１１周りにおける竪穴区画用の耐
火壁２を、建物１の躯体工事と並行して構築することで、工期短縮化を図る場合について
説明する（図１参照）。本実施形態の建物１は、鉄筋コンクリート造、または鉄骨造、或
いは鉄骨鉄筋コンクリート造とするが、建物１のエレベータシャフト１１周りの躯体構造
は限定されるものではない。
　本実施形態の耐火壁の構築方法では、エレベータシャフト１１の施工を、建物１を高さ
方向で複数の工区Ａ、Ａ、…に分割して行う。そして、各階に形成されたエレベータシャ
フト１１用の開口部１２の周囲に耐火壁２を設けることで竪穴区画を形成する。各工区Ａ
、Ａ、…は、複数の階層（本実施形態では３階分）を含んでいる。具体的には、図１に示
すように複数の階層に及ぶ工区Ａに耐火壁２を構築した後、その建設工区の最下層階の仮
設床スラブを存置したまま、上方階側の新たな工区Ａにおいて、耐火壁２の構築を繰り返
し行い、全ての建物階にエレベータシャフト１１用の耐火壁２を構築する。
【００１０】
　耐火壁２は、図１に示すように、各階毎（フロア毎）に形成するものとし、開口の周囲
において、上階の床版４の下側に横架された梁３と当該階の床版４との間に形成された空
間を遮蔽する。すなわち、耐火壁２は、各階において、壁面がエレベータシャフト１１に
面するように平面視ロ型形状に構築されている。耐火壁２は、図２（ａ）および（ｂ）に
示すように、下地材２１と、下地材２１の表面（エレベータシャフト１１と反対側の面）
および裏面（エレベータシャフト１１側の面）にそれぞれ固定された壁部材（第一壁部材
２２および第二壁部材２３）とを備えている。
　下地材２１は、耐火鋼（ＦＲ鋼：Ｆｉｒｅ　Ｒｅｓｉｓｔａｎｔ　Ｓｔｅｅｌ）からな
る断面視コ字状の鋼材を組み合わせることにより形成されている。下地材２１は、梁３の
下面および床版４の上面に沿って配設された横材２４と、上下の横材２４同士の間に立設
された縦材２５とにより構成されている。なお、下地材２１を構成する材料および各部材
（横材２４および縦材２５）の配置等は限定されるものではない。
　壁部材は、石膏ボードにより形成されている。下地材２１の表面に設けられた第一壁部
材２２の厚さは、下地材２１の裏面に設けられた第二壁部材２３の厚さよりも大きい。本
実施形態の第一壁部材２２は２枚の石膏ボード２２ａ，２２ｂを積層することにより形成
されている。なお、第一壁部材２２および第二壁部材２３を構成する材料は、石膏ボード
に限定されるものではなく、耐火性を有していればよい。また、耐火壁２の構成は限定さ
れるものではなく、例えば、第二壁部材２３を省略して、下地材２１の表面のみに壁部材
（第一壁部材２２）を設置してもよい。また、第一壁部材２２と第二壁部材２３との間（
下地材２１、第一壁部材２２および第二壁部材２３の間に形成された空間）には、断熱材
を充填してもよい。
【００１１】
　耐火壁２は、工区Ａ毎の躯体形成工程と、スラブ形成工程と、足場組立工程と、壁施工
工程とを行うことにより構築する。なお、耐火壁２は、下側の工区Ａから順に実施するこ
とを基本とするが、複数の工区Ａを並行して実施してもよい。但し、上側の工区Ａは、少
なくとも直下の工区Ａの躯体形成工程が終了してから実施する。
　躯体形成工程は、いわゆる躯体工事である。図３（ａ）に示すように、躯体形成工程で
は、エレベータシャフト１１用の開口部１２の周囲に設けられる柱５および梁３を組み立
てる。なお、開口部１２の周囲の柱５および梁３等の施工は、建物１の他の領域の柱５や
梁３等の施工とともに行う。柱５および梁３の寸法や配置等は限定されるものではない。
梁３は、隣り合う柱５同士の間に横架する。開口部１２の周囲において梁３を形成したら
、開口部１２の周囲に床版４を形成する。床版４は、プレキャスト部材を敷設することに
より形成してもよいし、場所打ちコンクリートにより形成してもよい。床版４を形成した
後、工区Ａの最下層以外の階層において、開口部１２の周囲で、平面視ロ型形状に組み上
げた仮設足場との間に隙間を設けて、その床スラブ上に複数段の水平材を備えた進入阻止
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手段６を設置する。進入阻止手段６としては、手すりを形成する。
【００１２】
　スラブ形成工程は、図３（ｂ）に示すように、躯体形成工程における柱５や梁３等の施
工後、工区Ａの最下層において開口部１２を仮設床スラブ７または本設床スラブで覆う工
程である。
　仮設床スラブ７は、パイプ材（いわゆる単管パイプ）を組み合わせることにより形成さ
れた支持材７１と、支持材７１の上面に敷設された面材７２とにより形成されている。支
持材７１の周縁部は、開口部１２の周囲の床版４または梁３に固定する。支持材７１を設
置したら、支持材７１の上面を面材７２で覆う。面材７２は、複数の足場板が組み合わさ
れたものであってもよいし、鋼板等であってもよい。仮設床スラブ７には、既成の仮設床
材（例えばフラットデッキ）を配設する。また、支持材７１は、パイプ材または形鋼材で
形成する。
　仮設床スラブ７の下側には、防護ネット８を設置しておく。防護ネット８は、開口部１
２を平面視で覆うように設ける。防護ネット８の縁部は、開口部１２の周囲に設けられた
梁３の下側のフランジ端部を固定する。
【００１３】
　足場組立工程は、図４（ａ）および（ｂ）に示すように、仮設床スラブ７上に工区Ａの
上部に至る仮設足場９を組み立てる工程である。図４（ａ）は開口部１２に組み立てる仮
設足場９と耐火壁２等の位置関係を示す断面図であり、図４（ｂ）は同平面図である。
　仮設足場９は、開口部１２の周囲（エレベータシャフト１１の周縁部）に沿って組み立
てる。仮設足場９は、複数階にわたって連続している。対向する仮設足場９同士の間には
、防護ネット８１を架設する。防護ネット８１は、対向する仮設足場９同士の間（仮設足
場９によって囲まれた空間）を遮蔽するように設けるものとし、各階（中階と上階）のフ
ロア高に応じて、各階ごとに複数の高さ位置に設置する。また、必要に応じて仮設足場９
同士をつなぐ補強材９１を配置することで、複数階に亘って鉛直方向に組み立てられた仮
設足場９の安定性を確保する。
【００１４】
　壁施工工程は、図４（ａ）および（ｂ）に示すように、仮設足場９を利用して、エレベ
ータシャフト１１の周囲に耐火壁２を形成する工程である。
　壁施工工程では、まず、下地材２１を固定するための治具を開口部１２（エレベータシ
ャフト１１）の周囲に設けられた梁３に固定する。治具の取り付けは、エレベータシャフ
ト１１内に設けられた仮設足場９から行う。
　治具を固定したら下地材２１を形成する。そして、下地材２１の表面と裏面に壁部材（
第一壁部材２２および第二壁部材２３）を固定する。
【００１５】
　以下に、本実施形態の耐火壁の構築方法の作用効果を述べる。
　本実施形態の耐火壁の構築方法によれば、図４（ａ）に示すように工区Ａの最下層にお
いてエレベータシャフト１１の開口部１２に仮設床スラブ７または本設床スラブを設置す
るとともに、当該工区Ａの最下層の床スラブ（仮設床スラブ７または本設床スラブ）上に
工区Ａの上部に至る仮設足場９を設置することで、耐火壁２の施工を複数階にわたって連
続して施工することができる。そのため、建設中建物において、各階ごとに実施されてい
く躯体工事等、他の工区Ａでの施工の進捗状況の影響を受けることなく、エレベータシャ
フト１１の周囲に一度に複数階に亘って竪穴区画用の耐火壁２を構築することができる。
　また、開口部１２（エレベータシャフト１１）を資材の輸送路として使用することがで
きるため、各階毎に資材を輸送する場合に比べて作業性に優れている。
　また、エレベータシャフト１１に先行して仮設足場９を設置することで、開口部１２の
位置を視認しやすくなる。また、仮設足場９が落下防止手段としても機能する。また、開
口部１２の周囲に進入阻止手段６を設置することで、開口部１２の位置を明示することが
できるとともに、作業員、作業台車などが誤って開口部１２に進入することを阻止するこ
とができる。
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　また、仮設足場９を開口部１２の縁部に沿って組み立てるとともに、仮設足場９の内側
空間に防護ネット８１を架設しているため、建設資材、工具あるいは作業員が万が一落下
したとしても、途中階において防護ネット８１に受け止められる。そのため、落下事故の
影響範囲の拡大を防止できる。
【００１６】
　以上、本発明に係る実施形態について説明した。しかし、本発明は、前述の実施形態に
限られず、前記の各構成要素については、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、適宜変更が
可能である。
　例えば、前記実施形態では、耐火壁２の施工を、エレベータシャフト１１内に設けられ
た仮設足場９を利用して行うものとしたが、エレベータシャフト１１の外側に仮設足場９
を設置して、エレベータシャフト１１の内外から耐火壁２の施工を行ってもよい。また、
前記実施形態では、耐火壁２は第一壁部材２２および第二壁部材２３を構成する石膏ボー
ドを複数枚設置して構築したが、耐火壁２を構成する壁材（石膏ボード）の枚数および厚
さは限定されるものではなく、耐火壁を１枚の壁材で形成させてもよい。また、上記実施
形態では、耐火壁２は梁の下面と床版４との間に構築したが、直上階の床版４の下面に沿
って横材２４を設置し、当該階の床版４の上面との間に耐火壁２を構築してもよい。
【符号の説明】
【００１７】
　１　　建物　　　　　１１　エレベータシャフト　　１２　開口部
　２　　耐火壁　　　　２１　 下地材　　　　　 　　２２　第一壁部材
　２３　第二壁部材　　３　　　梁　　　　　　　　　４　　床版
　５　　柱　　　　　　６　　　進入阻止手段　　　　７　　仮設床スラブ（床スラブ）
　７１　支持材　　　　７２　　面材　　　　　　　　８、８１　防護ネット
　９　　仮設足場　　　１０　エレベータかご
 
【図１】 【図２】
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